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第１章 地盤のロケーションとは 

１．１ 宅地品質と品確法 

１．１．１ 宅地の定義と宅地性能  

 宅地というのは建物を建てても、その建物が安定した状態に維持されているものでなけ

ればなりません。つまり、宅地とはそこに建てられる住宅を安全にささえる性能（＝宅地

品質）をもった地盤であると定義されるべきものです。 

 しかし、地盤の良し悪しというのは、その敷地に建設される建物や構造物の荷重に対し、

地盤がこれを支える能力が十分であるか否かにより決定される相対的なものなので、同じ

地盤であっても建物荷重により良い地盤にも悪い地盤にもなります。 

 このように、宅地の性能を診るためには、かなり専門的な検討が必要であり、だれでも

が判定できるというものではありませんが、残念ながら現状では、専門的な訓練を受け地

盤性能を正しく評価できる地盤技術者が絶対的に不足しています。 

 不同沈下を起こすような宅地は通常の商品でいえば欠陥商品ですから、このようなもの

が、良質な宅地と同等に扱われ、宅地性能が宅地価格に反映することもなく不動産マーケ

ットに流通すること自体おかしなことです。しかしそうはいってもこれが現実であるなら、

宅地としての品質を誰かが公正に品定めする必要があります。 

１）住宅と不同沈下 

 一般住宅は中・高層の建物や土木構造物などと比較しますと、軽くて基礎の負担も大き

くないものです。しかし、だからといって基礎や地盤を軽視してよいということにはなり

ません。 

 住宅が建てられる場合、盛土

や建物の荷重が地盤に加わりま

す。このとき地盤がその負荷に

耐えられない場合、沈下したり

破壊を起こしたりします。 

 沈下量がある値より小さいと

き、また建物が全体に同じ量だ

け沈下した場合などは大きな問

題とはなりませんが、建物全体

が一様に沈下するということは少なく、沈下量が大きくなれば、場所により沈下量に差が

でます。つまり不同沈下が生じることになります。 

 不同沈下がある程度以上大きくなると建物にいろいろな障害が出てきます。建物が傾き、

基礎・壁・梁にクラックが入り、ドアや建具が開閉しなくなったり、雨が漏ったりするこ

とになります。にわかには信じられないかもしれませんが、極端な場合には建物が、１m

以上も地面にめり込んでしまうような沈下もあります。 
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       図１．１．１－１  

表１．１．１－１ 不同沈下によって生じる不具合 「土地・建物の不具合」不動産適正取引推進機構編 

   部位 発生する主な不具合の事象             説    明 

布基礎 

ベランダ 

犬走り 

外周壁・柱 

内部床 

浴室床 

玄関床 

床下部分 

屋根 

屋根 

建具 

下水 

 ひびわれ 

 ひびわれ、傾斜 

 ひびわれ、傾斜 

 ずれ、ひびわれ 

 傾斜、異常振動 

 四周部分のわれ、排水異常 

 四周部分のわれ 

 雨水の侵入 

 瓦のずれ 

 雨漏り 

 開閉異常 

 汚水のあふれ、悪臭 

地盤が沈下し、それにつれて布基礎も沈下しひびわれ発生 

ベランダ部分の沈下のほか、建物の全面沈下によるベランダの相対的な傾斜 

犬走り部分の沈下ばかりでなく、建物の沈下による犬走りの異常 

基礎の沈下により土台に変形が起こり、壁にひびわれを生じ、柱がずれる。 

独立基礎の沈下をはじめ、床束のはずれ、くされの場合もある。 

浴室床スラブ全体の沈下 

玄関土間が全体に沈下 

建物全体の平均した沈下で床下換気口が下がる。 

建物の部分的なずれにより瓦がずれる。 

瓦のずれに終わらず、下葺きも破損し雨漏り発生 

軸組材のずれ 

宅地内の地盤のずれ 

 また一方、沈下によって、建物がひずむと構

造耐力（＝建物の骨組みの力）が低下しますの

で、地震の時には正常な建物より被害を受ける

可能性も大きくなります。 

 宅地における地盤事故の大半はこの不同沈下

です。この事故は一旦発生すると、工務店など

の売り主側の社会的信用を大きく傷つけるほか、

その修復に多額の費用がかかるために、場合に

よっては経営上の危機をも招きかねません。 

 い わゆる住宅欠陥とされるものは、表

1.1.1-1 や図 1.1.1-1 のようにいろいろな現

象を伴いますが、傾斜、亀裂、下水不良などは

不同沈下が原因となっていることが多いのです。 

 不同沈下については本章 1.2 節で様々な事例をあげて原因を分析しています。予めどの

ような場合に不同沈下となるかを知っておくことは、地盤調査や地盤診断にとっても有益

であると思われます。 

２）品確法と瑕疵担保責任 

 住宅の品質確保と消費者保護のために住宅品質確保促進法（略称：品確法）が、2000

年 4 月 1 日より施行されました。この法律は三つの柱から成り立っています。 

（１）住宅性能表示制度（任意制度） 

 一つは住宅の性能を評価し表示する任意の制度です。この制度は住宅の性能を、構造耐

力・耐火性、換気性などのいくつかのカテゴリーに分け、基準（日本住宅性能表示基準）

に照らしてランクに区分し、建てられた住宅がきちんとその性能を達成しているかどうか

を第三者機関が証明する仕組みであり、施主や消費者が住宅を取得するときに、いくつか

の住宅を客観的に比べながら選んだりすることができるようになります。 

（２）瑕疵担保期間の 10 年義務化 

 もう一つは瑕疵担保責任（売買などの契約で、契約の目的物に隠れた欠陥があった場合、

売り主などが負う責任のこと）が 10 年間義務化されました。これは構造上主要な部分（図

1.1.1-2 参照）などについて 10 年間の保証を義務付けるというもので、住宅欠陥に対す

る住宅供給者側の保証責任を明確にし施主や買主の保護を充実させるために制定されまし
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         図１．１．１－２ 

た。 

 瑕疵担保期間は、民法に、請負の場合で木造５年、非木造 10 年という規定があります

が、個別の契約において短縮することが可能となっていましたので、かつては一般的な契

約約款では２年と定めている例が普通でした。しかし構造躯体の欠陥などは、必ずしも２

年以内に発見されるものとは限らず、

もう少し時間が経ってからはじめて見

つかるということもあります。瑕疵担

保期間が２年程度の場合では、このよ

うなケースにおいて、住宅取得者が住

宅供給者に無料の補修などを求めるこ

とが困難となってしまいます。 

 住宅の新築工事を請負った工務店や

分譲住宅の売主は、施主や買主に対し

て、新築住宅の基本構造部分に引き渡

しの日から 10 年以内に瑕疵（欠陥）

が発見された場合、その瑕疵を無料で

補修するなどの責任を負うことになり

ます。 

 これまでのように個別の契約で瑕疵

担保期間を 10 年未満に短縮すること

はできません。たとえ契約書に 10 年

未満に短縮する旨記載されていたとし

ても、その記載内容は効力を持たない

ことになりました。 

三つ目の柱は住宅に絡んだ紛争を早期に円滑に処理するための「紛争処理体制」ですが、

本書の主題とははずれるため省略します。 

※瑕疵担保期間の 10 年義務化の対象となるのは、基本構造部分の瑕疵に限られます。基本構造部分と

は以下の部分をいいます。 

 ●構造耐力上主要な部分＝柱、梁、耐力壁、基礎、土台等の構造躯体 

 ●雨水の侵入を防止する部分＝外壁や屋根の仕上げ、下地、開口部等 

（３）基礎の瑕疵とみなされるレベル 

 品確法の制定にともなって告示された国土交通省の「技術的基準」では基本構造部分の

瑕疵としてその程度をレベル１から３までの３段階で表示・分類しています。そしてレベ

ル３に該当する不具合事象が主要構造部に生じたとき「瑕疵が存在する可能性が高い」と

判断されるため、引き渡しから 10 年以内であれば瑕疵の存在について指摘を受けた場合、

建物の施工者は「無償修繕」の求めに応じなければなりません。つまり欠陥の原因を施主

が立証できなくても、一定レベルの現象が現れたとき瑕疵の存在を類推できるとされたわ

けです。訴因に対抗しようとすれば業者側に立証（反証）義務が負わせられます。 

 人間の感覚は 1,000 分の３程度の傾斜を認知できるといわれており、それを超える傾斜

であれば、大抵の人は家が傾いていることに気づき、感覚が鋭敏な居住者の中には、自律神

経失調症やめまいを訴える人が出て来ます。 
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 不同沈下の判定は基礎の天端におけるレベル測定によって行われるのが普通ですが、この

時 1,000 分の６の不揃いに達していたならまず不同沈下であることに疑いはない（レベル

３）といえます。国土交通省の「技術的基準」では水平面に対して 1,000 分の６以上の傾

斜であるとき、すなわち一辺が 3,640mm の部屋で約 22mm の傾斜が生じると、「暇疵で

ある可能性が濃厚である」という判断基準を示しています。 

（４）地盤調査は義務づけられた 

 地盤事故の多くは根拠もないのに、「大丈夫だろ

う・・・」とか、必要なチェックがされていないのに、

「・・・まいいか」とかいった安易さに基づくものが

多く、つまり、地盤を総合的に捉えて、不同沈下の可

能性を判定し、事前の設計や工程の要所でチェックを

行うといった、当然であることが行われない事例が多

いのは残念なことです。 

 地盤が軟弱であるのに、それを考慮しないで基礎の

設計・施工を行ったために不同沈下が生じたような場

合は、基礎に瑕疵があるものとして取り扱われ、瑕疵

担保期間の 10 年義務化の対象となります。 

 住宅の地盤は基本構造部分には含まれませんが、住宅

の設計・施工を行う場合には、その前提として地盤の状

況を適切に調査した上で、調査結果に対応した基礎の設計・施工を行うべき義務があり、

この義務違反による不同沈下については「基礎」の瑕疵として瑕疵担保責任が生じます（建

設省住宅局住宅生産課監修の「Ｑ＆Ａ－住宅品質確保促進法解読」参照）。 

３）宅地の品質保証 

 日本では1993年 12月にやすらぎ株式会社の前身である株式会社地盤情報センターが

初めて宅地品質保証の事業を創設しました。 

 保証といえば保険と混同される方もいますが、保険とはヘッジしたいリスクに対して確

率論的に決められた保険料を支払うもので、リスクを回避するための積極的な行動を起こ

すというものではありません。これに対して保証とは、あるリスクに対して、そのリスク

がどこに潜んでいるかを発見し、対策を立て、予防措置を講じたうえで、「まちがいなく大

丈夫である」と請け合うことです。このプロセス全体をリスクマネージメントと言います

が、「やすらぎ」におけるリスクマネージメントとは、「地盤事故を根絶する」という理念

に基づいて、地盤に内在する危険を「予知して、事前対策を考案し、これを制御したうえ

で、もし問題が起きた場合にはそのダメージを最小化する」仕組のことです。 

 今日では「やすらぎ」以外にも地盤品質を保証する会社が現れてきました。その中には

「保証業」なのか、ただ、品確法の施行を当て込んだだけの「保険業」なのか区別がつか

ないものもありますが、「やすらぎ」はあくまで「保証に足るマネージメントシステム」を

お客様にご利用いただく事業なのです。 

※リスクマネージメントについては本章 1.3 節に後述します。また手法については別冊「宅地地盤調査

基準書」に詳しいので参照してください。 
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      図１．１．２－１ 地盤ロケーションの定義  

 

１．１．２ あえてロケーション手帳にした訳 

 「やすらぎ」では地盤認識の方法、地盤問題の根本的解決方法、地盤への正しいアプロ

ーチの仕方を考えつづけてきました。そして特に地盤リスクの発見と、その詳細を把握す

るための地盤調査法について、これまで様々な手法を開発してきました。この段階でリス

クを見誤ると、その後の地盤診断も地盤補強工事もうまくいきません。 

１）地盤を見立てる問診と検査 

 本書では「地盤ロケーション」という言葉を地盤

調査という言葉に換えて用いる場合があります。ロ

ケーションとは「視る・診る」の意味を含みますが、

医師が患者の病状を正しく診たいと望むように私た

ちもまた、見えない地盤の問題をリアルに視たいと

望むからです。 

 医師は患者を診るために、「問診」や「検査」を行います。名医とされる医師ほど顔色や

病歴などの患者に関する情報をより多く収集し分析する能力が高いので、この段階で病状

をおおよそ把握してしまいます。検査をする場合でも問診から予想された病状と検査結果

との誤差についてそれが何を意味するかを考えますから、患者に対する理解は一層深くな

りますが、経験が浅く問診が苦手で検査に頼りがちな医師ほど検査結果を鵜呑みにするば

かりで、患者を浅く薄っぺらにしか理解できません。 

 医師における検査に相当するスウェーデン式サウンディング試験（以下ＳＳ試験）によ

る計測もまた、この結果を鵜呑みにすると地盤の本質を正しく理解できません。ＳＳ試験

以外から得られる地盤情報についてもより多く収集分析して地盤問題を正確に把握するた

めの問診が必要です。 

 私たちの問診は、第一に現地の景観観察に始まります。そして調査地を含む周辺の景観

に多く存在する地盤情報のすべてを見逃さずに収集します。 

 地盤技術者はその経験と知識によって得られた情報の意味を変換し、当該地の地盤の問

題を総合的に分析し、問題解決のための「方向性」を明瞭に具体的に提示する義務があり

ます。 

 「ロケーション手帳」というタイトルにしたわけは、地盤調査の目的（＝病気の見立て）

を達成するには、単にＳＳ試験（＝検査）を実施する事だけではないということを強く主

張したいとの思いをこめているのです。 

 私たちが提唱する地盤ロケーションは３つのカテゴリー（ペーパーロケーション、現地

ロケーション、地盤診断）で定義しています（図 1.1.2-1）。 
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 現地ロケーションはまた現地の景観観察と地盤計測に分けて区別しています。これらの

いずれにも十分な精度と合理性を備えなければ、「地盤ロケーション」を行ったことにはな

りません。 

 ＳＳ試験は医師の行う「検査」にあたるもので、私たちの地盤ロケーションの中では、

地盤計測という「部分」でしかありません。ＳＳ試験を行うことだけが地盤調査だと思い

こんでいる人もいますが、それだけで地盤の全体像を把握することはできません。 

２）景観を地盤判断に繰り込む 

 私たちは第一に地盤の性能を構造で捉えることを主張していますが、それは地盤の構造

（地盤の形態的なあり方）が不同沈下という現象と密接に関係しているからです。 

 試験計測によらなくても、現地を観察することである程度地盤構造を判断することはで

きるものです。また現地での定性的な情報の価値を考慮に入れないのであれば、ＳＳ試験

によって得られた情報さえも正しく評価することができません。そこで「やすらぎ」では

地盤性能を評価する上でロケーションされた景観情報を誰にでも判る形で地盤性能評価に

繰り入れています。 

 その手順は以下の通りです。 

 ①地形などの現地景観を得点化する。 

 ②地盤を構造的に９通りに区分して指数化する。 

 ③地盤の安定度を残留沈下、自沈層の層厚、圧密度や均質性などから６通りに区分する。 

 ④①、②、③を合わせて地盤性能を 11 通りのいずれかに区分する。 

 ⑤地盤リスク指数により基礎工選定を適正化する。 

などの手順を経て基礎工法を選択します。 

※「やすらぎ」の地盤性能評価法は別冊「宅地地盤調査法基準書」に詳しいので参照してください。 

３）地盤調査が“おまけ”化すると 

 しばしば１kN（100kgf）以下の細かな自沈層を計測できない試験機を用いているのを

見かけますが、この場合、これを用いる技術者は自沈層について関心を持っていないこと

を示しています。例えば杭工事など特定の工事のために行う調査は、そのために必要な情

報しか求めていないために、中間の自沈層などには注意を払うことはありません。 

 このように特定工事のために行うような「おまけ（付属物）」にすぎない調査は、はじめ

から最適基礎を判定することを目的としていないのですから、“おまけの技術者”が行った

「地盤調査結果報告書」には「どんな基礎を選定したら最も良く地盤に適合するか」ある

いは「どんな基礎とすれば合理的で低コストか」といったことを考察するための資料価値

がないのは当然です。 

 「やすらぎ」の認定店にも地盤調査と地盤補強工事を兼業する会社もあります。この場

合“特定工事への誘導”についてあらぬ“疑念”を招きやすいために自戒が必要です。 

本書の読者の方々は是非「地盤リスクを見いだして危険を回避しつつ、なおかつ合理的

で低コストの基礎工を提案」する“本物の技術者”となって下さい。 
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            図１．１．３－１  

１．１．３ 地盤問題への基本姿勢 

１）地盤に対する心構え 

（１）謙虚にそして侮らず 

 地層を作る自然の運動は、地球の重力に従って起こり、長い時間をかけて徐々に安定し

てゆくので、地盤は理にかなった構造と荷重バランスを持っています。人間が地下水を汲

み上げたり、山を切ったり、盛土したり、埋め立てたり、建物を建てたりすることは自然

の荷重バランスを変えることです。 

 不同沈下とは壊された荷重バランスを自然が回復しようとする運動であるともいえます。 

 建築工事はもとより、それに付随した盛土、擁壁工事などは自然状態を変えることです

から、それなりのつきあい方と覚悟とが必要です。 

 大正時代の古い地形図を見てみますと、市街地は地盤のよい台地に広がっています。地

盤が良くないとされる地域に散在する集落でも、そこだけは自然堤防だったりして、周囲

より地盤の条件が良いところにあります。古い神社や仏閣などの建っている土地は、まず

よい地盤といってよいでしょう。 

 現代人は自然のなかで、様々な災害と闘いながら安全な土地に住むことを覚えていった

祖先の知恵を持っているでしょうか？   

 ロケーション技術者はまず自然状態と、建築した後の条件の差がなにをもたらすのかを、

明瞭にイメージできなければなりません。そして可能な限り、自然のバランスを壊さない

方法を考えることを肝に銘じることです。 

 法隆寺などの古代寺院を支えている基壇（礎石を支え、固定するために版築と呼ぶ盛土

工法により築かれた）は、当時の人が、竹竿の先で丹念につき固めて作ったものです（図

1.1.3-1）。土質理論も解析技

術もなかった時代に、古代の

人があの大きな建物を建てる

ための知恵を持っていたこと

は驚きです。 

 ありのまま地盤の姿を素直

に認め、知恵を力に変えるす

べを知っていた祖先の姿から

なにを学べばよいでしょう

か？   

 基礎や地盤が重要であるこ

とは誰でも知っていたことで、

昔、といってもほんの数十年

前の建物は、“たこ”などで、柱下を入念に締固めたものです。しかし、コンクリート製布

基礎が普及してからはそれを過信してか基礎地業はなおざりにされている感があります。 

 土地の古老からみれば目をむくような、“とんでもない土地”に住宅が建てられるように

なってきたからこそ、地盤の機嫌を損ねないよう、慎重に様子を見たり（沈下が収るのを



 8 

  NPO 住宅地盤品質協会の倫理綱領 
●地盤品質を確保することによって地盤事故 
 の根絶を目指す。 
●地盤判断の公正性と合理性を確保する 
●判断の公正性を保全するための自己研鑽 
●地域社会の信頼に応える  

 住宅地盤品質協会の「倫理綱領」では、会員は地

盤品質の確保と地盤事故の根絶を目指しつつ、その

一方で過剰に安全を考慮した基礎工の考察は自己の

技術的未熟を施主に転嫁する危険があることを自覚

すべきであるとしている。また、公正な基礎工の提

案を保全し、社会的な信頼を確保し地域社会への貢

献を果たすためには地盤技術者の研鑽が欠かせない

ことが指摘されている。 

待つ）、少しだけ力を補助したり（杭や地盤改良）しながら上手に付きあわないと報い（被

害）を受けることになるでしょう。 

（２）施主の立場に立つということ 

 地盤をロケーションする技術者は、地盤に謙虚に対面することはもちろんですが、自分

自身が施主の立場に立って考えるということが最も大事です。 

 20 年も 30 年ものローンを抱えて、傾いた家の前に悄然とする人の姿を想像できるだ

けの人間的な優しさがあれば、そして自分をそこにいつも重ねてみる態度さえあれば、自

分の仕事をおざなりにはできないはずです。 

 この立場を最後まで維持できたら、自

分の技術の水準をいつも向上させようと

する動機とすることができますし、“自

分ならこうする”はずのもっとも合理的

で経済的な基礎工法を提案することがで

きるはずです。 

 ビジネスの世界ですから、きれいごと

ばかりで済まないのはわかります。しか

し、地盤の事故が多発する背景に、地盤

調査をこのような姿勢で臨む人が少ない

のは明らかです。今、私たちが地盤調査

をロケーションと言い換えたのも、この

現状を解決するためには、新しい考え方

と、その方法が必要だと感じているから

です。そしてその具体的な方法として、

このテキストは作られました。 

（３）ロケーション技術者の責任 

 地盤調査が行われることで、なくなるはずだった地盤事故が、いまだに起こってくるの

は地盤の発しているサインを見落としているからです。 

 宅地の性能を見極めるためには、地盤を構造として捉えなければなりませんし、そうで

なければ、不同沈下の危険性を判断することはできません。 

 地盤の強さを計測するには、サウンディングが必要でしょう。しかし地盤の構造を把握

するのは人の想像力に頼るしかありません。地盤構造を把握することができる、便利な地

盤調査機械はないのです。 

 欠陥が多く、適用にも多くの制限のあるＳＳ試験機を道具として使っている以上、地盤

の全体像を正しくつかむためには、技術者の知識、経験、勘といった人間的な能力が不可

欠です。 

  ロケーション技術者は、いかに欠陥のある道具であれ、それを使わざるを得ないのであ

れば、知識や経験を動員して地盤を立体的に、構造的に把握しなければなりません。 

  私たちが地盤調査をロケーションと言い換えたのは、現場で採取されるいくつもの断片

的な事実（ＳＳ試験結果もその一つにすぎない）を分析し、統合して真実の地盤のありよ

うを追跡する知的作業部分を重要視しているからです。 
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      図１．１．３－２ 地質学的考察を加えた地盤断面図  

 図 1.1.3-2 は与えられた柱状図から地盤の断面を描く場合に、地形・地質学的な考察が

大切かを示した例です。その解析力の差を見れば、知識、経験、想像力がいかに重要かが

わかるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）地盤は結構面白い 

（１）なぜマニュアルがない？  

 ただ決められた地点に、決められた方法（JISA1221）に従って、孔だけあけてくれば

良いと言われたら、これは面白くないこと請けあいです。“その程度ならアルバイトでもで

きるではないか……”と思った人なら「やすらぎ」の地盤調査をやる資格があります。 

 「やすらぎ」ではマニュアルを設けないことにしています。マニュアルどおりにやれる

ほど地盤は「生半可」ではありません。そして、なによりも面白くないことが主な理由で

す。 

 “面白い”とか“つまらない”という心の動きは頭と直結しているので、つまらないこ

とをやらされれば、誰でも頭は働かず思考は停止します。「思考停止」の作業を何千回繰り

返したとしても知識は身に付きませんし技術の向上もないでしょう。面白ければもっと面

白くするためにいろんなことを考え工夫するために脳はますます活性化し、技術もどんど

ん身に付きます。 

 コンビニやファーストフーズの店員が同じ口調で同じ文句を口にするようにマニュアル

は人間を型にはめ、創意工夫を否定しますから、地盤のようにどれ一つ同じものがない（型
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通りでない）ようなものを対象とするわけにはいきません。 

（２）地盤がおもしろいわけ 

 「思考停止」のマニュアル計測は論外として、様々なデータを見てみると現地での地盤

計測において「何が求められているか」を理解（地盤調査員が）していないものを多く見

受けます。 

 ＳＳ試験そのものは地盤の強さはわかりますが沈下についてはわからない（定量化でき

ない）試験機です。これを用いて不同沈下の有無を判定するという非常に大きな矛盾を抱

えています。このことを解決する唯一の方法は地盤の構造的特徴から不同沈下の起きやす

さを類推するということ以外にありません。つまり地盤計測の目的は「地盤構造」を把握

し、不同沈下が懸念されるかどうかを判断するための基礎資料を得ることにあります。 

 そしてさらに言えば、宅地の地盤調査が面白いという根拠も実はここにあります。ＳＳ

試験だけでは沈下のことがよくわからないために、自分の知識や経験を総動員してあれこ

れ考えながらいろいろやってみることが面白いのであって、ＳＳ試験さえすれば全部わか

ってしまうのであれば面白くもなんともありません。また本書のようなものも必要ないで

しょう。従って本書は決してマニュアルではなく、初級者が地盤とどう取り組めば面白く

なるかの“道しるべ”なのです。 

（３）謎解きは論理的な頭脳が必要 

 このようなわけで、「やすらぎ」では地盤構造を明確にできない「マニュアル計測」を非

難してやまないわけです。ＳＳ試験は計測で得られた情報に基づいて、地盤を「頭」の中

に立体的に再構築するために行われるのです。当然、地盤調査員は頭の中でその構造を三

次元的にイメージするトレーニングをしなければなりません。 

 しかし、ＳＳ試験データだけで正しい地盤構造を把握できるかと言えばそうではありま

せん。そのために、基礎的な知識も現地景観の観察も必要になります。数値で現わされる

情報（定量的情報）と数値化されない情報（定性的情報）の両方を頭に入れながら、地盤

イメージを構成していくのですがこれは相当な緻密さも、論理的な頭脳も必要です。 

（４）移動線に知性も個性も表れる 

 真の地盤構造に迫るためにはシャーロックホームズが一見、採るに足らないような些細

な事実も見逃さず、これを積み上げながら犯人像を推理してゆくのと同じような知的な忍

耐が必要です。 

 はたから見ている限り、地盤計測は誰がやっても同じように見えます。しかし、その中

身は大きく違っています。どんな所に違いが現れるかといえば明瞭に測線（測点の移動線）

に現れるのです。測線は技術者の思考経路（＝推理）を跡づけていますから、測点を順に

追跡すればその人がその地点で何を感じ、何を求めて次の測点を選んだか、そして測線の

末端地点で、情報を分析し総合して「地盤の全体像を獲得した……」ということが明瞭に

感じられるものです。 

 優れた技術者であればあるほどその測線は見事なほどに合理的で、また最小の労力しか

使っていませんが、そこに地形学的・地質学的・土質工学的な知識を裏付けとした“景観

観察“が大きく“もの”をいっているのです。 

 地盤を立体的に想像することは知的な生産を行っていることであって、その結果として

の測線に技術者の個性や知性が感じられないのならその時点でその地盤計測は欠陥品です。 
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（５）地域の歴史・文化に注意を払う 

 地盤は一つとして同じということはありません。しかも、地形地質を熟知するためには、

地域の地象などの自然環境にはじまり、地域の地盤に係わる、社会経済活動による因果関

係などについても知見と経験が求められます。 

 「やすらぎ」では、いわゆる「専門馬鹿」になることは、非常に危険なことだと認識し

ています。現地のロケーションによって得られるささいな「景観」の中に含まれる地盤情

報の重要性を機会ある毎に主張してきましたが、それは、専門知識がなくても常識人なら

誰でも判ることを「専門家」であるがゆえに軽視することによって大きな危険をもたらす

ことや、地域の事情をほんの少し理解していることによって危険が回避できることも多い

ことを知っているからです。 

 地域の地盤との関わりかたについての情報はその地域の歴史や文化を理解しなければ得

られません。 

３）良い地盤技術者とは 

（１）地盤にもいた“おたくもどき” 

 面白さにはまってしまった人を世間では“おたく”と呼びますが、地盤にも“おたくも

どき“がいます。同じ宅地内で 12 箇所も計測した人がいます。この人はなんと総延長 60m

以上もＳＳ試験をやったという豪傑でした。最初に選んだ測点の試験結果が自分の予想と

全く違ったために、なんでこうなっているのか、ここはどうなっているか、とばかりに次々

に追い求めたようです。もっともこの人は午後からの現場を日没延長戦に持ち込んだため

叱られてしまったようでしたが……。 

 この人物は、現場に行くまえに資料を見ただけで先に「考察」を書き、その文章のほと

んどは後から手直しをしなくて済むほどの見事なロケーションをする技術者でしたが、そ

んな人でしたから、よけいに自分の地盤イメージと実際の地盤との差が「腑（ふ）」に落ち

なかったのだと思います。 

 これは自分の仕事に誇りを持ち「納得がゆく」まで地盤イメージを追求した事例ですが、

「やすらぎ」の理想の技術者像を象徴しています。マニュアルがここまでの技術者を作る

ことはできませんし、結局の所、地盤の面白さにはまらなければ良い地盤技術者にはなれ

ないのだと思われます。 

（２）自分の家を建てると考えれば 

 「やすらぎ」の技術者は「もし自分がここに家を建てるとしたら」と考えて地盤を調べ

ます。ある造成地の事例です。表層が堅固な在来地層（第三紀層）であるのに３～４m ほ

どの深さに、不自然な軟弱層を認めたので心配になり、バケツに水を汲みハンディポンプ

で注水してみました。透水性が小さい粘土層なので僅かな量で済むはずなのにいくら入れ

ても孔が一杯になりません。近所で聞き込みをしたところ、この山では 70～80 年前に「み

がき砂」を採るための横穴がたくさん掘られたらしいということが判りました。奇妙だと

思った軟弱層は実は空洞だったわけです。空洞が陥没しても建物には影響が出ないように

考えて基礎工が提案されましたが、その半年ほど後、数 10m 先で陥没が発生し３件の家

が半壊状態になりました。その折りには、わざわざ電話をいただき“良い基礎を作ってく

れた”と大層喜んでいただいたそうです。 
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 面白いということは確かにとことんやってみる動機にはなりますが、しかし、仕事です

からきついこと、苦しいことも多いのでそれだけではやれません。やはり自分が社会に「役

立っている」とか「喜ばれる」といったことによる充実感も必要です。 

 「水をいれてみる」ということは、技術というほどのこともないただの常識的行為です

から誰でもできます。しかし、この技術者が自分の家を建てるつもりで仕事をするという

習慣がなかったなら、注水してまでそれが何かを確かめようとしたでしょうか。この場合、

空洞を見つけたのはこの人の「技術」ではなく「心」であり施主はその「心」に対して感

謝したのです。 

 お客様に喜んでいただける仕事であるかどうかを決めるのは、結局は自分で自分の仕事

に魂を入れるということであると思います。そしてこのことは地盤技術者の“中核的な価

値（コア・バリュー）”であって、この価値を保持している地盤技術者がいることによって

「やすらぎ」が「やすらぎ」たりうるのです。 

（３）技術者である前に“人”であること 

 「自身がそのようにされたくないことも他人にはできる」としたらなんと思いやりのな

いことだと思いませんか。「自分ならこのようにするはずと思うことを施主のためにもし

よう」というのが「やすらぎ」の根本理念でもあるのです。 

 例えば、ある測点において他の測点にみられない特異な軟弱層があったとします。そこ

でもし、その軟弱層が「どこまでの範囲に及んでいるか」を確かめようとしない技術者な

ら「心」が止まっています。またその分布によっては基礎工法（＝コスト）に大きな違い

がでることに「思い至らない」のなら技術者としてかなり勉強が足りません。 

 もし自身が施主の立場でそこに家を建てるのであったなら、その分布範囲や、分布深さ

が気にならないはずはないと思われます。また自分の財布が軽くなることを喜ぶ人はいな

いはずですから、よりコストの低い基礎工法としたいと願うのは当たり前で、そのために

有意義な情報を探そうとするでしょう。 

 技術者である前に、施主の「心配」を理解する“人”としての思いやりがなければ「社

会的に意義を認められる充実感」などは望んでも得られるはずがありません。あらゆるサ

ービス業において最も大切な事は「自分がお客（施主）だったらどうして欲しいか……」

と考えることです。この姿勢があるのとないのとでは内容（＝採取される情報の質）には

大きな違いが生じます。 

（４）ものになる人ならない人 

 技術者にもベテランもビギナーもいます。それぞれに経験も知識も違うのは当然で、た

とえビギナーであっても、懸命に地盤を理解しようとするのであれば、その積み重ねによ

り経験・知識を深化させることができます。 

 足りないところはこれから勉強してゆけばよいことです。とはいえ、その心がけ次第で

は結果が大きく違ってきます。施主の立場で考えようとする姿勢がある場合、そして技術

者としての誇りをしっかりと持っている場合は「心」が「頭」を働かせますから、今の時

点で知識と経験が足りないとしてもいずれは見事な技術者として育つ可能性はあります。

一方、「心」が止まっている技術者は「頭」も停止し、機械的でハートのない仕事しかでき

ませんので、ゼロに何を掛けてもゼロであるように進歩もなく永久に“もの”にはなりま

せん。技術的な能力を身につけるためには“積み重ね”が大事です。 



 13 

 

１．２ 時系列でみる不同沈下の事例 
 住宅の不同沈下を原因ごとに分類するために、逆に不同沈下しない条件を考えてみます

と、下記の項目が挙げられます。事故原因を分類する事で、事前のロケーション（現地観

察）の要点が明確になり、補強対策を

判断する上での参考になるものと思

われます。ただ、沈下の因果関係があ

る特定の原因と必ず対応するのでは

なく、実際にはいくつかの原因が重な

って生じる不同沈下も多く、原因を究

明し難いケースもありますから、沈下

の度合いについては土質工学上の判

断と経験が要求されます。 

 地盤事故の形態と原因を、次項以

下に示すように受注から完成引き渡しにいたる時系列的な各場面において例示し分析して

みます。 

 分析に当たっては①住宅会社、②地盤調査会社、③地盤補強工事会社の３者（社）がそ

れぞれの“業務中に遭遇する地盤リスク”を時間を追って考えてゆきます。なお造成業者・

外構業者・解体業者など地盤関係以外の、外注工事業者が管理すべきことに関わって起き

得る事故は地盤調査や、地盤補強工事会社が主体的には解決できませんから、図中ではこ

れらを設計管理に含め●印で示しています。また「やすらぎ」の免責に相当する事例は▲

印で示しています。 

１．２．１ 地盤調査の実施から建築着工まで 

１）地盤調査受発注時 

住宅建築を受注した場合、ほとんど同時に地盤調査は行われます。そこで地盤調査の発

注が行われますがこのかなり早い段階にも地盤事故の危険は潜んでいるのです。おもに発

注者のケアレスミスといってよい単純な原因が大きな事故につながりますから、発注者側

における地盤リスクの管理はこの段階から組織的にチェックされることが重要です。 

（１）別の宅地を調査した……という例 
● 事故の原因 分析 

別の土地を調査した（設計者）  設計者が調査敷地を間違えて指定

してしまったことにより、別の宅地

を地盤調査してしまった。この結果

に基づいて基礎が設計されたため沈

下事故が生じた。 

※類似例 

 区画数が多く似通った団地や田ん

ぼで、また区画数の多い住宅団地で

調査員が調査位置を間違えて指定宅

地以外の敷地で調査してしまったこ

とにより、別の宅地の調査に基づい

て基礎が設計されたため沈下事故が

生じた。 

地盤調査の発注者の多くは発

注時点では現地を自分で確認し

ていることは希です。 

 住宅地図上に調査宅地のマー

キングされたものが地盤調査会

社に提供されますがこの場合時

として示された敷地の場所が間

違っていたりします。 

 地盤調査の調査員は指定され

た場所に地図を頼りに行きます

が地図が紛らわしかったり現地

の様子が違うときがあります。 
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（２）設計ＧＬを間違った……という例 
● 事故の原因 分析 

設計ＧＬが間違っていた（設計者） 

 

 

 地盤調査は現状の地表面で調査を

し、予定されたＧＬ面を基準に考察

したが、発注者が誤った設計ＧＬを

図面に書き込んでいたため、提案さ

れた基礎が地盤不適合になり沈下事

故が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 設計ＧＬもまた地盤調査にと

って重要な基本的情報です。 

地盤調査の結果の診断は設計

ＧＬを基準に考察されますか

ら、後に盛土がされて設計ＧＬ

が変更する場合当初の診断は無

効となります。 

（３）建物配置が間違っていた……という例 
● 事故の原因 分析 

建物配置がずれていた（設計者）  発注者が誤った建物配置を示した

図面を地盤調査会社に渡したため、

誤った位置を調査してしまい、実際

の建物位置と調査位置とが大きくず

れ込み、配置条件の再検討がされな

いまま基礎設計を行ったことで沈下

事故が生じた。 

 建物配置は地盤調査のための

基本的な情報ですが、設計者に

その認識が不足している場合こ

のようなケアレスミスによる事

故が起こります。 

２）現地踏査時 

地盤の地耐力を調査し、それが不足した場合の対策（補強）を判断するため地盤調査が

行われます。ここで判断を誤った場合には、地盤事故に直結しますから、地盤技術者は大

きな責任を持っています。 

（１）造成時期の判断を誤った……という例 
 事故の原因 分析 

造成時期の判断ミス（地盤調査員） 

 

 盛土した直後に建てたため、まだ

安定していなくて、雨水などの浸透

によって地盤が沈下してしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特にこのような場合造成がい

つ行われたかは重要な地盤情報

であり、現地景観の中から時間

情報を採取する必要がありま

す。 

 施主に対して宅地履歴を十分

に聴取して地盤調査以前に伝達

する必要があります。 

 

  

造成時期の判断ミス（地盤調査員）  古くからある造成地盤の横に新し

い盛土を継ぎ足して、そこにまたが

って家を建てたが、新しい盛土が安

定していなかったために同方向に沈

下した。 

 

 

 

 

 盛土に新旧があっても土質が

同じなら目視観察やＳＳ試験の

測定値からもそれは判りませ

ん。 

 盛土は十分な締め固めがされ

ていない場合、その暑さの 10％

程度が縮む（圧縮沈下）ことが

あります。 
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造成時期の判断ミス（地盤調査員）  古くからある盛土と新しい盛土に

またがっていたため、圧密沈下の進

行度合い（圧密度）に差があったた

め不同沈下となった。 

 

 

 

 

 

 敷地の片側が古くからの盛土

で、盛土下部地盤の圧密が終了

している場合、新しい側の盛土

荷重による圧密はこれから進行

するため不同沈下となります。 

（２）造成地特性の認識は……という例 
 事故の原因 分析 

河川敷の造成（地盤調査員）  旧河川敷の玉石地盤の上に盛土し

たため、玉石の空隙の中に土砂が流

れ込み地表面が陥没した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 堤防の付け替え工事などによ

って流路が変更され元河川敷で

あったようなところでも宅地に

なることがあります。 

※調査地が旧河川敷であること

はペーパーロケーションの段階

で確認すべきことです。 

傾斜地の造成（地盤調査員）  山間部の傾斜地で、切土と盛土の

境にまたがって家が建ったことによ

り不同沈下となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山間部の造成地で切土と盛土

の区別をつけるのは地盤技術者

の責任です。 

調査担当者の技量が未熟であ

ると地形の特徴を見誤ったり間

違えた判断をします。また当然

観察すべき事項、例えば、明ら

かな擁壁のはらみや亀裂、地表

面の陥没などを見落としたりし

ます。 

  

傾斜地の造成（地盤調査員）  かつては段々畑であった土地であ

ったため、盛土の厚さに差があり、

盛土の厚い方向に不同沈下となっ

た。 

 

 

 

 

 傾斜地に盛土がされる場合に

盛土の一方が厚くなるのは当然

ですからこれを考慮に入れない

のはロケーション技術者の明ら

かなミスです。 

 現地で観察された景観への認

識がいいかげんな場合、間違っ

た地盤診断につながり沈下事故

が生じます。 

 

３）地盤計測時 

（１）地盤の判断を誤った……という例 
 事故の原因 分析 

地盤構造の判断ミス（地盤調査員）  昔の池跡や釣り堀の跡などで、池

底に溜まった泥土の上に盛土したた

め地盤事故が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 地盤構造の把握が十分でない

場合誤った地盤診断を招きま

す。 
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表層土質の判断ミス（地盤調査員）  原地盤の半分が砂地盤で半分が粘

土地盤であった所に盛土をしたため

粘土層側に不同沈下した。 

 

 

 

 地表土がどのような土質であ

るかを確認するのは地盤計測技

術者の責任です。 

 

 

 

 

 
地盤構造の判断ミス（地盤調査員）  砂利の採掘跡地を埋め土して宅地

造成がされていたため、谷地形と類

似となった。 

 岡堀りされた採掘場後地など

ではどのような者が埋められて

いる、またどのような形状で掘

削されたかもわかりません。 

 人為的な攪乱がなされた地盤

では、地盤状況を正確に把握す

ることは非常に難しいことで

す。 

 

（２）擁壁埋め戻しは……という例 
 事故の原因 分析 

擁壁埋め戻し範囲の判断ミス（地盤調査員）  擁壁の背面の埋め戻しが不十分で

あったため擁壁側が沈下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 擁壁の背面が軟弱な埋め戻し

土であることは当然予想の範囲

内でなければなりませんが、未

熟な技術者がその範囲を十分確

かめない場合もあります。 

 地盤調査において、埋め戻し

部位の範囲を特定するのは地盤

調査員の義務です。 

（３）盛土材料によっては……という例 
 事故の原因 分析 

盛土材料の判断ミス（地盤調査員）  半分は砂混じり砕石で造成し、半

分は砂で造成したため、安定の度合

いが違っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変形性状の異なる２種の地層

からなる地盤では変形係数の小

さな方に沈下がおこります。 

地層の判別は地盤技術者の責任

です。 

 

 

 

 

 

 

盛土材料（瓦礫）の判断ミス（地盤調査員）  盛土内にコンクリートガラが多く

混ざっていたため、沈下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人頭大の玉石や廃材が混ざっ

ていると盛土内には大きな空隙

が多く生まれ、長期間に地表部

の土がそこに流れ込み陥没しま

す。 

 地盤計測技術者は瓦礫などの

異物の混在をチェックする責任

があります。 

 盛土層が容易に抜けない様な

ときは動的貫入試験などの併用

が必要です。 
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盛土材料の判断ミス（地盤調査員）  盛土の土質がスレーキングして、

沈下事故が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 盛土内に固結シルトが多く混

ざっていると長期間に風化して

地表部が陥没します。 

軟岩の盛土は締め固め難いた

め隙間の多い地層になります。

建築後徐々に軟弱化します。 

 

（４）ＳＳ試験の適用限界を超えた……という例 
 事故の原因 分析 

適用限界を越えた事象（地盤調査員）  敷地内に旧水路や池などがあっ

て、埋め戻しが不十分であったため

地盤事故が生じた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 古い地積図などが入手されな

い場合土地改良以前の小規模な

水路などの位置を確認すること

はできません。 

適用限界を越えた事象（地盤調査員）  敷地内に鉄道の軌道が撤去されず

に残っていたが、貫入不能となりそ

の存在を認識出来なかったため不同

沈下となった。 

予想を越えるものが埋設され

ている場合、そのことを認識す

ることは非常に困難です。 

適用限界を越えた事象（地盤調査員）  ＳＳ試験の結果、支持層と判断し

た層のすぐ下に軟らかい層があり、

支持層にならない層でとめたため地

盤事故が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＳＳ試験では貫通力が不足し

ているので堅固層の下部に軟弱

層があるかどうかを確かめるこ

とができません。 

 ＳＳ試験では、はっきりと支

持層がつかめません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用限界を越えた事象（地盤調査員）  ＳＳ試験で支持層と思われた層

が、不均質で支持層に適していなか

ったため地盤事故が生じた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＳ試験では、はっきりと支

持層がつかめません。このため

データベースなどによる確実な

支持層を確かめるための補完的

な仕組みが必要です。 

 

 

適用限界を越えた事象（地盤調査員）  地中に空洞や水道（みずみち）が

あり、地下水の変動や土砂の流出・

崩壊・陥没などで沈下事故を生じた。 

 

 地中に防空壕の跡と思われる

空洞があった。 

亜炭鉱やみがき砂の採取跡に

も空洞があります。 
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適用限界を越えた事象（地盤調査員）  紡績工場の跡地で、糸屑の廃棄場

であったところが宅地化されたが、

これが未分解のまま残っていたた

め、不同沈下となった。 

 

工場跡地では廃棄物が工場内

で埋設処理されます。また旧畑

地で野菜屑を堆肥にするため穴

を掘って埋められたることもあ

り調査時点で発見できないこと

があります。 




